
平成２１年度国家公務員採用Ⅱ種試験の合格者の決定方法

平成２１年度国家公務員採用Ⅱ種試験の合格者は、各試験種目の得点をすべて合計した

ものによって決定されます。詳しくは以下のとおりです。

１．得点についての考え方

① 受験者の筆記試験の得点は、各試験種目の粗点（多枝選択式試験の場合は正解数、

記述式試験の場合は複数の採点者による評点の合計）をそのまま用いるのではなく、

各試験種目ごとに平均点、標準偏差 を用いて下記の方法で算出した「標準点 」注１ 注２

を用います。

なお、標準点は小数点以下を切り捨てます。

各試験種目における標準点の算出方法

ただし、 ：ある受験者の粗点、 ：当該試験種目の平均点、 ：当該試験種目の標準偏差X M σ

（例）教養試験（配点比率は下表参照）において、ある受験者の粗点が27点、平均点が23点、

標準偏差が5.5点の場合、この受験者の標準点は152点になります。

…

② 人物試験については、受験者をＡ～Ｅの５段階に評価し、段階ごとの得点を算出し

ていますが、これは人物試験のＡ～Ｅの評価結果が正規分布するものとみなして、標

準点を求めたものです。

なお、評価結果がＥの受験者は、他の試験種目の成績にかかわらず不合格となりま

す。

２．各試験種目の配点比率

標準点を算出する際の各試験種目の配点比率は次のとおりです。
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標準点の合計は概ね0～1000点の範囲の点数になります。また、ある受験者の粗点がすべて

の試験種目で平均点と同じであれば、標準点の合計は500点になります。

３．基準点について

各試験種目（人物試験を除く ）においては、最低限必要な粗点を「基準点」として。

満点の３５～４０％を基本に個別に定めています。基準点に達しない試験種目が一つで

も存在する受験者は、他の試験種目の成績にかかわらず不合格となります。

４．第１次試験合格者の決定

第１次試験の受験者のうち、教養試験及び専門試験(多枝選択式)において基準点以上

である者について、両試験種目の標準点を合計した得点に基づいて第１次試験合格者を

決定します。

５．最終合格者の決定

第１次試験合格者のうち、論文試験又は専門試験(記述式)において基準点以上であり、

かつ人物試験においてＡ～Ｄの評価である者について、第１次試験を含むすべての試験

種目の標準点を合計した得点に基づいて最終合格者を決定します。

以 上

（注１） 標準偏差（ ）は、受験者の得点のばらつき具合を示す指標です。一般に、ある試験の得σ

点の標準偏差が小さいということは、受験者の得点が平均点付近に多く分布していることを

表し、逆に標準偏差が大きいということは受験者の得点が幅広く分布していることを表して

います。標準偏差の算出式は次のとおりです。

ただし， ：受験者 の粗点， ：当該試験種目の平均点， ：当該試験種目の受験者数X i M Ni

（注２） 標準点は、各試験種目によって満点（要解答題数）が異なっていること、受験者の粗点の

ばらつきが異なっていることの影響を修正するために用いられるもので、各受験者の成績が

受験者全体の成績の分布の中でどのあたりにあるかを相対的に示しています。
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